2014年7月
明治学院大学ボランティアセンター
ボランティアファンド学生チャレンジ賞募集要項（案）
＜理念と経過＞
　ヘボンの生涯を貫く信念に由来する明治学院大学の教育理念“Do for Others”は、大学と社会とのつながりの重要性を表しています。このつながりを意識する仕組みとして開発されたのが「ボランティアファンド」です。明治学院大学では、大学公認ロゴマークを用いて2005年秋より企画販売されている「明学グッズ」の本体価格の10％を積み立てて、大規模災害の被災者支援や環境保護活動に役立てようとする試みを2007年度に開始しました。4年間にわたり「明学生による地域への貢献を目的としたボランティア活動」を対象とし、「地域」・「明学生」・「ボランティア」のキーワードに合致した活動を助成してきました。しかし、2011年3月に起きた東日本大震災を受けて、上記キーワードから「地域」を外し「明学生による社会課題解決の取り組み」を広く支援しています。
＜今年度の募集テーマ＞
「社会課題にチャレンジ！」をテーマに募集します。
昨年度の企画はボランティアという概念から枠が広がり、テーマのバリエーションが豊富でした。環境保護、開発途上国支援、地域貢献など、様々な分野のユニークな活動を展開しました。この活動を「ボランティアファンド」が支えています。今年度も、より多くの明学生が社会の課題を発見し、社会貢献につながる学生ならではの企画を生み出してくれることを期待しています。
＜募集対象＞
明治学院大学の学生による学生団体、ゼミ、サークル等による活動の企画
＜奨励金＞
１企画につき10万円（上限）とします。　
*予算が10万円に満たない小さな企画の応募も歓迎します。
＜奨励金の使途＞　　　
企画趣旨に沿った必要不可欠な諸経費であること。　
　対象経費（例）
・図書購入費　（参考書籍購入、調査のための資料購入費）
・講師謝金　（講師に対する謝礼金または交通費）
・消耗品費（文具、書籍、ＤＶＤ 他）
・印刷・製本費（ポスター・チラシ等の印刷代、冊子作成 他）
・通信・運搬費（案内状発送のための通信費 他）
・使用料及び賃借料（会場施設使用料、海外利用の機器賃借料他）　
　　対象外経費（例）
　 ・人件費　
・会議、懇談会、慰労会等の飲食代
・応募メンバー個人の交通費
・機器の購入（パソコン、プロジェクター、ビデオ等）
　・寄付に該当するもの
・その他　　企画趣旨に合致しないと判断されるもの
＜スケジュール＞
募集要項
2014年7月17日(木)　14時00分からボランティアセンターにて配布（両校舎）。
　　　　　　　　ポートヘボンおよびセンターホームページからも書式のダウンロード可能。
応募期間        2014年9月4日（木）から2014年10月８日（水）17時まで。　ただし、応募予定の団体は、事前に企画案をもってボランティアセンターにて面談を受けること。（予約制）
※面談の結果、企画案の再考が必要になる場合があるので、余裕をもって予約してください。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
書類選考        2014年10月13日（月）
審査会　　　    2014年10月18日（土）　15時～　　公開となるため、本学学生も来場可能。
審査会結果発表　2013年10月20日（月）　13時～　
ボランティアセンター掲示板およびボランティアセンター内にて掲示　　
活動期間
2014年10月～2015年9月末日
中間報告会
2015年5月中旬
最終報告会
2015年9月下旬
提出物　　　　　2015年9月末日まで　助成金使途報告書
　2015年10月末日まで　『ボランティアセンター活動報告書』掲載原稿
＜アドバイザー制度＞
　助成決定後に、ボランティアセンター推進委員がアドバイザーとして各団体の企画を円滑に進めるように心強いサポートをしてくれます。
＜注意事項＞
・現在までの活動実績がある企画、新規の企画のいずれも応募可能ですが、既に助成を受けた団体は同じ企画内容での応募はできません。
・継続的な企画案も応募可能ですが、活動期間内にひとまず一定の成果を示せる内容であること。
・奨励金使途計画書を作成する際は、必ず見積もりをとること。
・応募の際に提出された『個人情報』については、本センター事業に関する連絡以外には使用しません。
＜申し込み方法＞
申し込み用紙に必要事項を記入の上、期日までにボランティアセンター（横浜校舎または白金校舎）に提出のこと。
奨励金Q&A　　よくある質問
　
Q1.応募を考えていますが、どのような流れで助成が決定されますか。
A1.応募書類を提出した後に書類選考（資格基準を満たしているか）があり、これに通過すると公開審査会で応募団体がプレゼンテーションをし、その内容を審査委員が評価し、助成の可否が決定されます。また、審査委員は推進委員である学長、センター長、センター長補佐、学外有識者・実務家から成っています。
Q2.　新しい団体ですが応募は可能ですか。
A2.　立ち上げて間もない団体でも、社会課題に合致した内容であれば応募は可能です。これまでの活動にかかわらず、これから何をするかが大事です。ぜひチャレンジしてください。
Q3.　単発のイベント実施における応募は可能ですか。
A3.  当該年度の10月から翌年9月までの1年間と活動期間が設定されていることから、単発のイベントで終わりという企画ではなく、継続して社会課題に取り組んでいくことを目的とした企画が望ましいです。
Q4.　本学の学生だけではない活動ですが応募はできますか。
A4.　本学の学生が対象ですが、他大学や社会人の多い活動の場合は、内容を吟味して検討します。 
Q5.　助成を受けたのちに、よい活動を目指していくうえで計画が変更となってしまった場合は変更することができますか。 
A5.　変更をする事により、より大きな効果が期待できるなど相当の理由があり、利用予定が当初申請と大きな違いが認められない場合の変更は可能です。
Q6.　飲食をともなうイベントをやりたいのですが対象になりますか。
A6.　接待や親睦を目的としての飲食をともなうイベントは認めていません。ただし、『食』をテーマとしたもので、例外的に飲食自体がないと成立しないイベント、つまり飲食が手段となっている場合はこの限りではありません。過去にも事例がありますのでご相談ください。
応募にあたって不明な点があれば、以下まで遠慮なくお問い合わせください。
ボランティアセンター（横浜校舎）　  Tel&Fax
045-863-2056
（白金校舎）　　Tel&Fax
03-5421-5131
E-mail
voluntee@mail.meijigakuin.ac.jp　　
HP　 http://www.meijigakuin.ac.jp/volunteer/
